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平成 年度船員労働災害防止優良事業者（一般型１級及び２級）の22
認定について

国土交通省では、船舶所有者など関係者による船員の労働災害防止に向けた

自主的な取り組みの促進を図るために、個々の船舶所有者の自主的努力を評価

し認定する「船員労働災害防止優良事業者（一般型）認定制度」を平成１８年

７月２１日に創設し、船舶所有者の安全意識の向上を図っている。

今年度の船員労働災害防止優良事業者（一般型１級及び２級）の募集につい

ては、平成２２年５月１日から６月３０日まで行い、申請のあった事業者につ

いて、有識者、労使関係者を含めた「第９回船員災害防止モデル事業検討委員

会 （平成２２年８月５日開催）において審査の上、今般、新たに一般型１級」

（ 、 、 、 ）、１６事業者 外航 事業者 内航５事業者 旅客船４事業者 その他６事業者1
２級２１事業者（内航１２事業者、旅客船３事業者、その他６事業者）を認定

した。

今回認定を受けた事業者については、国土交通省（本省及び地方運輸局等）

及び関係団体のホームページに掲載するとともに、船員労働安全衛生月間中に

地方運輸局等において認定証を交付することとしている。

、 （ ） 、なお 次回の船員労働災害防止優良事業者 一般型１級及び２級 の募集は

平成２３年５月１日から６月３０日まで行う予定である。
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１：平成 年度船員労働災害防止優良事業者（一般型１級及び２級）認定22
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２：船員災害防止優良事業者（一般型１級及び２級）認定制度の概要


